
 

 

第３節 快適な都市環境の確保 
 

 

 

大阪市ではこれまでも環境汚染対策やヒートアイランド対策、緑化の推進など快適な都市環境づくりに関

する施策を進めてきました。その結果、大阪市域の環境は大きく改善するなどの成果をあげており、今後も

こうした快適な環境をつくるための施策を進めることにしています。また、風・水・緑などの活用や本市の

特性に応じた生物多様性＊の保全などに取り組み、水都再生と自然共生社会をめざしていくことにしていま

す。 

１ 都市環境の創造

（１）緑の現状 

公園緑地は、うるおいある豊かな都市環境を形

成する緑の拠点であり、ヒートアイランド現象の

緩和など都市環境の改善に寄与しています。 
また、災害時に避難場所になるとともに市民の

レクリエーションとコミュニケーションの場、心

身の健康増進の場として、重要な役割を果たすオ

ープンスペースです。 
平成 31 年 4 月現在 993 か所、956.6ha、

市民 1 人あたりの公園面積 3.51m2に至るまで

公園整備を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）主な取組み 

緑の保全や創出のほか、水辺空間の保全と創出、

生物多様性の保全と持続可能な利用、まちの美化

啓発などのため、次の取組みを中心とした施策を

進めてきました。 

 

 

① 緑の保全と創出 

緑の保全と創出に取り組んでいくための新たな

仕組みとして平成28 年4 月1 日に施行した「大

阪市みどりのまちづくり条例」に基づき、本市、

市民、事業者の連携及び協働により、みどりのま

ちづくりを総合的かつ計画的に推進していきます。 
 

ア. 公園緑地の整備 

公園整備については、「新・大阪市緑の基本計画」

に基づき、市民の日常生活に密着した街区公園など

の住区基幹公園の整備とともに、正蓮寺川公園など、

大規模な都市基幹公園等の整備を進めています。 
 

イ. 公共空間の緑化推進 

公園や道路、公共施設の緑化を推進し、市民協

働により花と緑あふれるまちづくりを推進してい

ます。 

 

ウ. 緑化ボランティアの育成 

花と緑の美しいまちづくりを、地域ぐるみで推

進していただくために、緑化ボランティアの育成

に取り組んでいます。 

 

② 水辺空間の保全と創造 

古くから「水の都」として栄えてきた特徴を活

かして、水辺空間の整備を進めています。 

 

ア．河川周辺の親水空間の創造 

淀川などにおけ

る、公園緑地の創

出、水辺環境づく

りや、道頓堀川沿

いの水辺の遊歩道

など河川周辺にお

いて親水空間を整

備しています。 道頓堀川 

     

公園数、公園面積、市民 1人あたりの公園面積の推移 

 

 

 

     

（注）各年 4月現在・市内の国営、府営公園を含めた数値 
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イ．港湾地域の整備の促進 

臨海部で、ウォーターフロントの特性を生かし

て、緑地や親水堤防等、多くの市民や港を訪れる

人々が憩い、集える空間を整備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ. 下水の高度処理＊水の活用 

快適環境・リサイクル型社会の実現に貢献する

ため、下水処理水の有効利用を進めており、「せせ

らぎ」のある修景施設などに利用することで、美

しい水辺空間を創造しています。 

 

 

 

 

 

 

 

平野下水処理場内巽水路 

 

③ まちの美化啓発活動の推進 

清潔で美しいまちづくりを推進するため、道路清

掃をはじめ、不法投棄ごみの処理などの環境整備事

業の充実に努めるとともに、ごみのポイ捨て防止や

美しいまちづくりへの協力を呼びかけています。 

 

ア. ポイ捨て防止キャンペーン 

ポスターの掲出や美化啓発イベントの開催、既

存イベントとのタイアップなどを通して、空き缶

やたばこの吸い殻等のポイ捨て防止に重点を置い

たキャンペーンを行っています。 

 

イ. ノーポイモデルゾーン（ポイ捨て防止推進モ

デル地区） 

「清潔保持推進区域（ノーポイモデルゾーン）」

を全区に設定しています。 

 

ウ. 美化強化デー 

毎月1 日を美化強化デーと設定し、門前清掃の

励行を図るとともに、各種団体等に一斉清掃の取

組みを呼びかけています。 

 

エ. 「まち美化パートナー制度」の実施 

大阪市廃棄物減量等推進審議会の答申を受けて、

「まち美化パートナー制度」を実施しています。    
大阪市が定めた公共スペースで大阪市と覚書を

交わしたボランティア団体に、定期的に清掃や美

化啓発活動を行ってもらうもので、大阪市は清掃

用具の交付やボランティア保険の加入などを行う

ほか、活動を顕彰するまち美化パートナーサイン

を掲出しています。 
 

オ. 「大阪マラソン“クリーンＵＰ”作戦」の実施 

市民・事業者・行政が一体となって行う大阪市

全域の一斉清掃を毎年実施しています。平成 23

年度からは、大阪マラソンとタイアップし、「大阪

マラソン“クリーンＵＰ”作戦」として、7 日間

にわたり実施しています。 

 

カ. 清掃ボランティア活動の活性化 

清掃用具の交付や、集めたごみの処理、長年地

域で清掃活動をされている個人や団体等に対する

表彰を行っています。 
 

キ. ポイ捨て防止条例（正式名称：大阪市空き缶

等の投げ捨て等の防止に関する条例） 

市民、事業者、大阪市が協力して国際都市大阪

にふさわしい美しいまちづくりを進める責務があ

ることを明確にするとともに、空き缶等のポイ捨

てと自動車の放棄を禁止し、自動販売機への回収

容器の設置及び適正管理を義務付け、それぞれの

違反者に対しては、勧告・命令を行った後、氏名

公表や悪質な違反には刑罰法規の適用を要請する

ことなどを規定しています。 

 

④ 路上喫煙対策事業 

ア. 大阪市路上喫煙の防止に関する条例 

大阪市では、平成 19 年 4 月に、市民等の

安心、安全及び快適な生活環境を確保するこ

とを目的として「大阪市路上喫煙の防止に関

する条例」を施行し、市民に、道路、広場、

公園その他の公共の場所で他人に迷惑や危

険を及ぼすおそれのある路上喫煙はしない

よう努力義務を課しています。 

 

イ. 路上喫煙禁止地区の指定 

条例に基づき、平成 19 年度に御堂筋及び大

阪市役所・中央公会堂周辺を、平成 27 年２月

からは都島区京橋地域、平成 31 年 2 月から

は中央区戎橋筋・心斎橋筋地域を「路上喫煙禁

止地区」に指定し、「禁止地区」における条例

コスモスクエア海浜緑地 
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（注）各年 4月現在・市内の国営、府営公園を含めた数値 
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の違反者に対し、罰則（過料 1,000 円）を科

しています。令和元年度中の北区ＪＲ大阪駅・

阪急梅田駅周辺地域、天王寺区・阿倍野区天王

寺駅周辺地域の「禁止地区」指定に向け、大阪

市路上喫煙対策委員会に諮問中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ. たばこ市民マナー向上エリア制度 

平成20年度から大阪市全域での取組みとし

て、市民、事業者の活動団体の自主的な活動

と行政の協働による「たばこ市民マナー向上

エリア制度」を実施しています。 

 

 

⑤ いわゆる「ごみ屋敷」対策 

 近年社会問題となっている「ごみ屋敷」対策に

ついて、平成26 年３月に施行された「大阪市住

居における物品等の堆積による不良な状態の適正

化に関する条例」に基づき、区役所が中心となっ

て関係局と連携の上、物品等の堆積により不良な

状態となっている建物等や居住者に対して、対

話・説得等のアプローチを重視しながら、調査、

指導、勧告等を行い、市民の安全で健康かつ快適

な生活環境を確保することを推進します。

２ 生物多様性の保全

（１）生物多様性とは 
地球上には 3,000 万種ともいわれる様々な生

き物が存在していると考えられています。生き物

はそれぞれに個性があり、つながりあって生きて

います。この生き物たちの豊かな「個性」と「つ

ながり」を生物多様性といいます。 

生物多様性には、「生態系の多様性」、「種の多様

性」、「遺伝子の多様性」という３つの多様性があ

るとされています。 

 

① 生態系の多様性 

干潟、サンゴ礁、自然林や里山林、人工林、湿

原、大小の河川等、世界各地には様々な自然環境

があって、その環境に適応した様々な生態系が形

成されていることをいいます。 

 

② 種の多様性 

様々な種類の生き物が生息・生育していることを

いいます。現在、地球上には知られているものだけ

で 175 万種、未知のものを含めると 3,000 万種

もの生き物が存在していると考えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 遺伝子の多様性 

同じ種でも異なる遺伝子を持っているため、形や

模様、生態等に多様な個性があることをいいます。 
同じ種であっても、例えば、テントウムシは個体

により色々な斑紋をもつこと、アサリの貝殻の模様

は千差万別であること、ゲンジボタルは地域によっ

て発光の周期が異なること等が挙げられます。 

自然や生き物は、地球上の生命が生存する基盤

となる酸素や土壌、水の循環を生み出すものであ

り、人類の生存にとって不可欠なものです。また、

私たちのまちや暮らしは、食べ物や衣料、水など

の恵みのほか、洪水の防止や気候の緩和、二酸化

炭素の吸収など自然のおかげで保たれているバラ

ンス、自然や生き物との触れ合いから得られる楽

しさや心の豊かさなど、自然や生き物から様々な

恵みを受けることで成り立っています。 

このように非常に大切な存在である自然や生き

物が、人間の活動や地球環境の変化などによって

減少し、生物多様性が危機に晒されることが懸念

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過料件数： 
御堂筋及び大阪市役所・中央公会堂周辺 
(平成 19年 10月～平成 31年 3月）68,251件 
都島区京橋地域 
(平成 27年 2月～平成 31年 3月）8,746件 
中央区戎橋筋・心斎橋筋地域 
（平成 31年 2月～平成 31年 3月）49件 

 

平成 30年度参加団体： 75団体 

≪生態系の多様性≫ 
森林、河川、干潟など、いろいろな

タイプの自然がある。 

 

≪種の多様性≫ 
動植物や細菌など、いろいろな生き

ものがいる。 

 

≪遺伝子の多様性≫ 
同じ種でも異なる遺伝子を持つた

め、形や模様などの個性がある。 

 
  ナミテントウ（写真：中谷憲一） 

 3 つの生物多様性 
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（２）主な取組み
誰もが心豊かで快適な生活を送ることができる

都市環境を創造し、将来へ引き継いでいくために

は、身近にある大切な自然環境や生き物の存在を

再認識し、守り、創り出し、活用していくととも

に、周辺地域や世界とのつながりにも目を向け、

広い視野をもって生物多様性の保全に取り組んで

いきます。 

大阪市では「大阪市における生物多様性戦略の

あり方について」平成 30 年１月に大阪市環境審

議会から答申を受け、同年３月に本市の特性に応

じた「大阪市生物多様性戦略」を策定し、同戦略

に基づき、取組を実施していきます。 

 

① 大阪市生物多様性戦略の推進 

大阪市生物多様性戦略に基づき、新たな連携・

協働の仕組みとして生物多様性の保全に向けたネッ

トワーク会議（なにわ ECO スクエア）を創設し、市民を

はじめ様々な主体と連携、協働しています。平成 30

年度は、4回の会議を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 大阪生物多様性保全ネットワークの取組み 

大阪府内における生物多様性の保全のため、行

政、研究機関、NPO などの相互連携を図る組織

として、平成 24 年 3 月に、大阪生物多様性保全

ネットワークが設立され、大阪市も加入していま

す。ネットワークでは、府内の生き物の現況把握

や、希少種及び保護すべき環境についての考察、

普及啓発イベントの企画・運営、情報発信などの

取組みを行っています。 

 

③ 農事体験・講座 

鶴見緑地内にある自然体験観察園の水田や畑に

おいて、農事（田植え等）体験や講座を実施して

います。また住之江抽水所にある「せせらぎの里」

では近隣の小学生を対象とした田植えや稲刈りの

体験行事を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 生き物・植物調査の実施 

身近なところでの自然豊かな場所で生き物や植

物を市民とともに発見していくため、大阪城公園な

ど市内12か所において生き物調査を実施しました。 

また、平成30 年度より市立小学校において児童

と一緒に校内に生息・生育する生き物の調査を実施

しています。平成30年度は30校で実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 外来生物の侵入・拡散防止 

   国が主催する近畿地方外来生物対策連絡会議

に参加し、国や自治体が実施する外来生物の防

除等に関する情報を共有しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

生き物調査の様子 

ヒアリ 

「せせらぎの里」での農事体験の様子 

大阪市生物多様性ロゴマーク 

　そのほか、生物多様性の認知度向上などを目的

に、5 月に天王寺動物園との共催でイベントを実

施し、11 月には SDGｓ市民社会ネットワークとの

共催で、シンポジウムを開催しました。 

 

 

の違反者に対し、罰則（過料 1,000 円）を科

しています。令和元年度中の北区ＪＲ大阪駅・

阪急梅田駅周辺地域、天王寺区・阿倍野区天王

寺駅周辺地域の「禁止地区」指定に向け、大阪

市路上喫煙対策委員会に諮問中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ. たばこ市民マナー向上エリア制度 

平成20年度から大阪市全域での取組みとし

て、市民、事業者の活動団体の自主的な活動

と行政の協働による「たばこ市民マナー向上

エリア制度」を実施しています。 

 

 

⑤ いわゆる「ごみ屋敷」対策 

 近年社会問題となっている「ごみ屋敷」対策に

ついて、平成26 年３月に施行された「大阪市住

居における物品等の堆積による不良な状態の適正

化に関する条例」に基づき、区役所が中心となっ

て関係局と連携の上、物品等の堆積により不良な

状態となっている建物等や居住者に対して、対

話・説得等のアプローチを重視しながら、調査、

指導、勧告等を行い、市民の安全で健康かつ快適

な生活環境を確保することを推進します。

２ 生物多様性の保全

（１）生物多様性とは 
地球上には 3,000 万種ともいわれる様々な生

き物が存在していると考えられています。生き物

はそれぞれに個性があり、つながりあって生きて

います。この生き物たちの豊かな「個性」と「つ

ながり」を生物多様性といいます。 

生物多様性には、「生態系の多様性」、「種の多様

性」、「遺伝子の多様性」という３つの多様性があ

るとされています。 

 

① 生態系の多様性 

干潟、サンゴ礁、自然林や里山林、人工林、湿

原、大小の河川等、世界各地には様々な自然環境

があって、その環境に適応した様々な生態系が形

成されていることをいいます。 

 

② 種の多様性 

様々な種類の生き物が生息・生育していることを

いいます。現在、地球上には知られているものだけ

で 175 万種、未知のものを含めると 3,000 万種

もの生き物が存在していると考えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 遺伝子の多様性 

同じ種でも異なる遺伝子を持っているため、形や

模様、生態等に多様な個性があることをいいます。 
同じ種であっても、例えば、テントウムシは個体

により色々な斑紋をもつこと、アサリの貝殻の模様

は千差万別であること、ゲンジボタルは地域によっ

て発光の周期が異なること等が挙げられます。 

自然や生き物は、地球上の生命が生存する基盤

となる酸素や土壌、水の循環を生み出すものであ

り、人類の生存にとって不可欠なものです。また、

私たちのまちや暮らしは、食べ物や衣料、水など

の恵みのほか、洪水の防止や気候の緩和、二酸化

炭素の吸収など自然のおかげで保たれているバラ

ンス、自然や生き物との触れ合いから得られる楽

しさや心の豊かさなど、自然や生き物から様々な

恵みを受けることで成り立っています。 

このように非常に大切な存在である自然や生き

物が、人間の活動や地球環境の変化などによって

減少し、生物多様性が危機に晒されることが懸念

されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過料件数： 
御堂筋及び大阪市役所・中央公会堂周辺 
(平成 19年 10月～平成 31年 3月）68,251件 
都島区京橋地域 
(平成 27年 2月～平成 31年 3月）8,746件 
中央区戎橋筋・心斎橋筋地域 
（平成 31年 2月～平成 31年 3月）49件 

 

平成 30年度参加団体： 75団体 

≪生態系の多様性≫ 
森林、河川、干潟など、いろいろな

タイプの自然がある。 

 

≪種の多様性≫ 
動植物や細菌など、いろいろな生き

ものがいる。 

 

≪遺伝子の多様性≫ 
同じ種でも異なる遺伝子を持つた

め、形や模様などの個性がある。 

 
  ナミテントウ（写真：中谷憲一） 
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